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釧路市税条例
１条例改正に係る背景
（１）現行の入湯税超過課税の内容
現在、２０２５年（令和７年）３月までの特例として実施している超過課税による入湯税の税率は以下の通りです。

・一般の宿泊者１人１泊２５０円（標準税率は１５０円）
※国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館以外の宿泊施設における宿泊者の入湯税の税率については、奢侈（しゃし）性が比較的
低いことに鑑み、標準税率と同額の１５０円とする軽減措置を講じています。
※現状、鉱泉浴場を有する登録ホテル・旅館は、阿寒湖温泉地区の一部の宿泊施設のみであり、超過課税による税率が適用されるのは当該
宿泊施設の宿泊者のみとなります。
（２）超過課税分の使途
入湯税の超過課税分（税率２５０円のうち標準税率を超える１００円分）については、釧路市観光振興臨時基金に積み立て、これを超過

課税の対象となる宿泊施設の所在する地区の観光振興事業の財源とすることとしています。
（３）超過課税の恒久化及び税率改定の経緯
入湯税の超過課税にかかわる特例措置が２０２５年（令和７年）３月末をもって終了するにあたり、阿寒湖温泉地区の宿泊者

の方々から、観光まちづくりのために超過課税の継続を求める要望があり、市ではこの間、地元団体や有識者で構成する基金の活用に関す
る懇談会での意見などを踏まえながら、今後の入湯税の取り扱いについて検討を進めてきました。検討の結果、本市における観光産業の重
要性やアドベンチャートラベルをはじめとする新たな
観光需要への対応、入湯客の負担感などを総合的に勘
案し、特例として実施する超過課税を恒久化し、併せ
て税率を改定することとしたものです。

入湯客の区分
現行の税率
（～R7.3）

改正後の税率
（R7.4～）

（1）一般の宿泊者１人１泊
（下記（２）に該当する場合を除く。） ２５０円 ３００円

（2）国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館  
以外の宿泊施設における一般の宿泊者１人１泊 １５０円

変更なし
（3）一般の日帰り者１人１日 ９０円

（4）修学旅行の学生生徒で１０人以上の団体で１人１泊 ７０円

（5）修学旅行の学生生徒で１０人以上の団体で日帰り者 
１人１日

※超過課税１５０円（年間８０，０００千円）阿寒湖のにぎわい創出財源

入湯税のかさ上げの条例化の歴史

２改正内容
（１）入湯税の税率の改正
（第１４２条及び附則第２４条関係）
２０２５年（令和７年）３月までの特例として実施し
ている入湯税の超過課税を恒久化し、併せて同年４月
以後の一般の宿泊者１人１泊に対する入湯税を２５０
円から３００円に改定します。

２０１５年制定（２５０円）⇒１０年を経て（３００円）へ（２０２５年）







令和７年度 観光振興事業費補助金
（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業）









本日は、ご清聴ありがとうございま
した。
皆様

「阿寒に行きたいな～」
と思いましたか？
お待ちしております。

  古川 幸男
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